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山鹿市規則第１５号 

 

山鹿市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

山鹿市一般職の職員の給与に関する規則（平成１７年山鹿市規則第４２号）の一部を次

のように改正する。 

第１５条第２号中「その者の」の次に「恒常的な」を加え、「程度以上である者」を

「以上（満１８歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者にあっては、年間１５０万円以上）であると見込まれる者」に

改める。 

第２３条第１項中「在職した」を「勤務した」に改め、同条第２項中「前条第２項及び

第３項の規定を準用する」を「前条第２項各号及び第３項に掲げる期間に相当する期間を

除算する」に改める。 

第３０条第１項第１号中「１００分の１２６．５」を「１００分の１２５．２５」に、

「１００分の３２２．５」を「１００分の３１８．７５」に、「１００分の１５０．５」

を「１００分の１４９．２５」に、「１００分の３８２．５」を「１００分の３７８．７

５」に改め、同項第２号中「１００分の１１５」を「１００分の１１３．７５」に、「１

００分の１２６．５」を「１００分の１２５．２５」に、「１００分の１３６」を「１０

０分の１３４．７５」に、「１００分の１５０．５」を「１００分の１４９．２５」に改

め、同項第３号中「１００分の１０３．５」を「１００分の１０２．２５」に、「１００

分の１２３．５」を「１００分の１２２．２５」に改め、同項第４号中「１００分の９５」

を「１００分の９３．７５」に、「１００分の１１４」を「１００分の１１２．７５」に

改める。 

第３０条の２第１項第１号中「１００分の５４」を「１００分の５２．７５」に、「１

００分の６４」を「１００分の６２．７５」に改め、同項第２号中「１００分の５０．５」

を「１００分の４９．２５」に、「１００分の６０．５」を「１００分の５９．２５」に

改め、同項第３号中「１００分の４８．５」を「１００分の４７．２５」に、「１００分

の５８．５」を「１００分の５７．２５」に改める。 

第３０条の３第１号中「１００分の９０」を「１００分の８８．７５」に、「１００分

の２７０」を「１００分の２６６．２５」に改め、同条第２号中「１００分の８０」を

「１００分の７８．７５」に改め、同条第３号中「１００分の７３．５」を「１００分の

７２．２５」に改める。 

 



附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


